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第第３３部会　～事業テーマ：新潟空港の利活用～部会　～事業テーマ：新潟空港の利活用～
＜産業・環境部門＞

ー 委員になったきっかけは？
　退職を機に自分の住んでいる東区の
こと、地域のことを知る良いきっかけ
になるのではないかと思い、自治協議
会委員の公募枠に応募しました。
ー 実際に活動して感じたことは？
　委員の任期は２年なのですが、活動
していると思いのほか、あっという間
に任期が終わってしまうなと感じてい
ます。今後の活動として、民間の方な
どより多くの人たちが関わって活動を
していければより具体的な施策に取り
組めるのではないかと考えています。
ー 自治協議会のあるべき姿は？
　若い世代の方にぜひとも自治協議会

委員になってもらいたいなと思ってい
ます。そのためにも働いている世代の
方も会議に参加しやすいよう、会議の
開催時間の見直しや委員の活動に興味
を持ってもらえるような広報など工夫
が必要ではないかと思います。若い方
の持つ柔軟な思考を取り入れ、これま
で以上に自治協議会が実りあるものに
なっていけば良いなと思っています。

▲生野委員（右）と松川委員（インタビュアー）

公募委員に聞いてみた！
東区自治協議会ってどんなところ？

来年度の事業実施に向けて、

調査・研究に取り組んでいます！

　・各部会、提案事業検討部会、区自治協議会 会長会議報告
　・令和８年度東区特色ある区づくり予算（区役所企画事業）について
　・令和７年度除雪計画について
　・令和７年度教育ミーティングの開催について

第７回会議（11月27日開催）の主な内容

�これまでの会議内容や
資料はこちらから▶

東区自治協トピックス東区自治協トピックス
 

　東区自治協議会がどのような活動を行って
いるかを皆さんに知っていただきたく、“自治
協かわらばん”を作成・編集しています。
　できるだけ写真やイラストを用いてなじみ
やすく、読みやすいよう心掛けています。よ
り良いかわらばんになるよう創意工夫をして
いきますのでこれからも“自治協かわらばん”を
ご愛読のほどよろしくお願いします。

広報紙編集部会長　長谷川　徳昭

編集後記
本名：ぬたり さくぞう
愛称：ぬたりん
役職：東区公認キャラクター
　　　「東区応援団長」

好きなこと：�カメだけに 
ひなたぼっこ 
カメなのに 
まち歩き
←詳しいプロフィールは
　こちらから
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　東区自治協議会は、“協働の要”として様々な地域課題の解決に取り組ん
でいます。今回はそれぞれの部会が取り組んでいる活動についてご紹介
します。

　９月末に開催した研修会に「21世紀
型教育を考える会にいがた」から講師を
お招きして、哲学対話についてのレク
チャーを受けた後、“いい話し合いって
どんな話し合い？”をテーマに哲学対話
を実践しました。

　「聴く」を大切にし、コミュニティボー
ルを持った人の意見を聴いて考えると
いう実践を通して、「お互いの言葉を受
け止め、良い雰囲気を作ることが大切」
という意見が出されました。
　早速、10月の部会では、研修の成果
を感じています。

「哲学対話」とは？
　対話を用いて、根本的に、
深くじっくり考えることを
体験・実践する方法。

第第２２部会　～事業テーマ：こどもと高齢者の交流～部会　～事業テーマ：こどもと高齢者の交流～
＜福祉・教育・文化部門＞

　これまでの部会では、こどもや高齢
者の居場所づくり、多世代交流につい
ての議論を行ってきました。

　こどもと高齢者が一緒に楽しめるイベ
ントの開催と交流事業の役に立つような
冊子などの作成に取り組んでいきます。▲部会内での発表の様子

▲部会内の様子

　現地視察として、新潟空港を訪問し、
担当職員より、施設概要と現在の活用状
況についての説明を受けました。

　新潟空港の会議室を実際に使用し、今
後の利活用のあり方について意見交換を
行いました。イベントなど地域と連携した
活用の可能性についても検討しています。

▲新潟空港の職員からの説明

第第１１部会　～事業テーマ：交通安全（自転車のルール等）～部会　～事業テーマ：交通安全（自転車のルール等）～
＜市民協働部門＞

　これまで東警察署や東区総務課の担当
者から東区の交通安全や防犯の取組や課
題について伺いました。

　来年度の事業実施に向け、啓発物の作
成やその効果的な配布方法について、さ
らなる議論を行っていきます。▲東警察署員からの講話

▲グループワークの様子

▲新潟空港内記念撮影スポットにて

“哲学対話”の
　実践研修を行いました！

▲東区委員研修会（哲学対話）の様子

▲対話中使用するコミュニティボール

　市の道路除雪の
取り組みや冬のお
役 立 ち 情 報 を 掲
載した「にいがた
雪の日辞典」を市
ホームページに掲
載しています。

路上駐車はやめましょう
　路上駐車があると除雪車が通れず、除雪作業に遅れが生じ、
地域の方への迷惑になります。

道路に雪を出さないでください
　道路への雪出しは、交通事故の原因になります。また、除
雪作業にあわせて道路に雪を出すことは、作業の大幅な遅れ
につながります。

作業中の除雪車に近づかないでください
　除雪車に近づいたり、作業員に話しかけることは危険です。
スムーズな作業の妨げにもなるため、絶対にやめてください。

樹木などを処理してください
　降雪により庭木の枝などが道路上に垂れ下がって
いると、除雪車が進めません。降雪前に、支障とな
りそうな樹木のせん定などをお願いします。

段差解消ブロックは撤去してください
　車を乗り入れるための段差解消ブロックを設置す
ることは道路法第43条で禁止されています。除雪作
業の支障となるだけでなく、これらが原因で事故と
なった場合、設置者が責任を問われる場合がありま
す。

除雪作業除雪作業ににご協力ご協力ををお願いしますお願いします 問い合わせ問い合わせ　建設課（☎025-250-2621）　建設課（☎025-250-2621）
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